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緊急事態宣言発令 

5/11 まで定例活動休止 

草加パドラーズは、政府の 3回目の緊急事態宣言発令に伴い、4月 26日(月)

から 5月 11日(火)の間、定例活動は休止と致します。新型コロナウイルス蔓延が

収まるまで、しばらく自粛をお願い致します。会員の皆様には、今しばらく推移を見守

り、日常生活にも三密に十分気を付けて日々お過ごしください。 

□従来通り、本部役員など少人数(子供は不可)で自主活動を続けますが、艇庫までおいで

になってもお断りすることがございます。ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 



最後の定例活動 4袋回収 
4月 25日(日)、緊急事態宣言が発令さ

れ、最後の定例会になりました。 

木村、古田、佐藤ご夫妻、矢部、窪、

間宮、梅田親子、大原親子、磯部文、

田中佑、山崎、松本、中島の 16名が参

加し、松原北端の風間船着場間 1.1㎞

のゴミ拾いで 4袋分と角材 1本の成果

でした。昨日の『春の子どもフェス

タ』カヌー体験会に参加した瀬崎中学

校 1年生の山崎君、松本君の 2名

も、本人たちの希望でゴミ拾い活動

に参加してくれました。往復 2.2ｋ

ｍをしっかりと漕ぎ切ったこと、そ

して、カヌーを操船しながらゴミ拾

いもしっかりと手伝ってくれたこと

は素晴らしかったです。また、大原

一晃君は、水切り艇で往復を漕ぎ切

れたことも素晴らしかったです。風

間船着場で上陸して、少し休憩をと

って戻りまし

た。帰着後の最

後のミーティン

グで、明日以降

5/11まで定例活

動は休止とする

こと、期間中は

日頃の生活にお

いても三密には

十分注意するこ

と等を確認し合

って散会しまし

た。しばらくの

間、皆さんと活

動できないこと

は大変残念です

がご協力をお願

い致します。 


